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　　　　　　　　　　　　　　　本号で公布された条例のあらまし

◇退職手当平準化基金条例（条例第１号）
１　職員の定年の段階的な引上げに伴う退職手当の各年度間における財源調整に資するため、退職手当平準

化基金を設けることとした。
２　基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とすることとした。
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３　その他基金の管理及び処分に関し必要な事項を定めることとした。
４　この条例は、令和５年４月１日から施行することとし、令和15年３月31日限り、その効力を失うことと

した。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県手数料条例の一部を改正する条例（条例第２号）
１　新たに特定自動運行許可申請手数料始め５手数料を徴収することとし、その額を定めることとした。
２　一般職業適性心理検査手数料始め４手数料の額を改定することとした。
３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。ただし、３の一部については、公布の日から

施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県県税条例の一部を改正する条例（条例第３号）
１　電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、初回新規登録年度及びその翌年度から５年度

分の自動車税の種別割を免除する特例措置の適用期間を２年間延長することとした。
２　その他必要な規定の整備を行うこととした。
３　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県職員定数条例の一部を改正する条例（条例第４号）
１　知事の事務部局の職員等の定数を変更することとした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第５号）
１　交通事件に係る道路における捜査又は取締りの業務に従事した場合の支給額を引き上げるため、当該業

務等に係る警察業務手当の限度額を引き上げることとした。
２　特別捜査本部において犯罪の捜査に従事した場合の警察業務手当の支給を廃止することとした。
３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第６号）
１　知事等の給与の一部を減額する特例措置の適用期間を令和６年３月31日まで延長することとした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県文化財保護条例の一部を改正する条例（条例第７号）
１　既に国、県若しくは市町村の指定を受けている文化財又は国の登録を受けている文化財以外の文化財で

県の区域内に存するもののうち、文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされ
るものを県の登録文化財とすることができることとした。

２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県環境影響評価条例の一部を改正する条例（条例第８号）
１　地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、事業者が市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業の

実施に関する計画に従って行う施設の整備（県の基準に基づき市町村が定めた促進区域内において行うも
のに限る。）については、計画段階環境配慮書の作成等の手続を要しないこととした。

２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県地球温暖化対策推進条例の一部を改正する条例（条例第９号）
１　エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県社会福祉審議会条例の一部を改正する条例（条例第10号）
１　子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関す

る条例の一部を改正する条例（条例第11号）
１　個人番号を利用することができる事務に生活保護法による保護等に準じて外国人に対して行う事務を追

加することとした。
２　１の事務を処理するために必要な限度で、生活保護法に準ずる保護を受ける外国人に関する特定個人情

報を利用することができることとした。
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３　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県医療療育センター条例の一部を改正する条例（条例第12号） 
１　児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、規定

の整理を行うこととした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例（条例第13

号）
１　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の管理運営等に関する認定の要件として、次のとおり追加

することとした。
⑴　子どもの通園、園外学習等のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に、点呼等の方法に

より子どもの所在を確認すること。
⑵　通園用の自動車には、ブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備えること。

２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（条例第14号）
１　児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の一部改正に伴い、保育所において保健師又は看護師を保

育士とみなすことができる特例について、乳児の人数要件を撤廃することとした。
２　その他必要な規定の整理を行うこととした。
３　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。ただし、２については、公布の日から施行す

ることとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県看護修学資金貸与条例の一部を改正する条例（条例第15号）
１　児童福祉法及び地域保健法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇旅館業法施行条例の一部を改正する条例（条例第16号）
１　博物館法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県ふぐ取扱い規制条例の一部を改正する条例（条例第17号）
１　ふぐ処理師の免許の要件に、高等学校の入学資格を有する者であることを加えることとした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県国際展示場条例の一部を改正する条例（条例第18号）
１　愛知県国際展示場のうち公共施設等運営権が設定されていない施設について、指定管理者に、維持管理

及び運営の業務を行わせ、並びに利用料金を収受させることができることとした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県港湾管理条例及び愛知県入港料条例の一部を改正する条例（条例第19号）
１　新たに三河港を起点、寄港地又は終点のいずれかとするコンテナ貨物の定期航路事業を営む者に対する

豊橋コンテナターミナル内の岸壁の使用料及び三河港の入港料の免除に関する特例について、免除する期
間を１年間に延長した上で、適用期間を令和８年３月31日まで延長することとした。

２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県県営住宅条例の一部を改正する条例（条例第20号） 
１　豊田市及び東栄町に事業主体を変更するため、夏焼住宅（豊田市）及び下田住宅（北設楽郡東栄町）を

廃止することとした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例の一部を改正する条例（条例第21号） 
１　愛知県口論義運動公園の庭球施設使用料の区分を変更することとした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県立学校条例の一部を改正する条例（条例第22号）
１　愛知県立旭丘高等学校及び愛知県立瑞陵高等学校の定時制課程を廃止することとした。
２　この条例は、令和５年４月１日から施行することとした。
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条 例

　 退 職 手 当 平 準 化 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 一 号

　　　 退 職 手 当 平 準 化 基 金 条 例

　 （ 設 置 ）

第 一 条　 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 の

定 年 の 段 階 的 な 引 上 げ に 伴 う 退 職 手 当 の 各 年 度 間 に お け る 財 源 調 整 に 資 す る た め 、 退 職 手 当 平

準 化 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

　 （ 積 立 て ）

第 二 条　 基 金 と し て 積 み 立 て る 金 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 で 定 め る 額 と す る 。

　 （ 基 金 へ の 繰 入 れ ）

第 三 条　 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 全 て 基 金 に 繰 り 入 れ

な け れ ば な ら な い 。

　 （ 運 用 ）

第 四 条　 基 金 は 、 銀 行 そ の 他 の 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 な 方 法 に よ り 運 用 し な け れ ば な ら な

い 。

　 （ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条　 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め

て 、 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 し 、 又 は 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 の 定 め る と

こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運 用 す る こ と が で き る 。

　 （ 処 分 ）

第 六 条　 基 金 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 の 退 職 手 当 の 支 給 の た め の 財

源 に 充 て る と き に 限 り 、 処 分 す る こ と が で き る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 条 例 は 、 令 和 十 五 年 三 月 三 十 一 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

　 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　
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愛 知 県 条 例 第 二 号

　　　 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 五 介 護 支 援 専 門 員 証 交 付 等 事 務 の 項 中 「 一 、 八 〇 〇 」 を 「 一 、 四 〇 〇 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 八 職 業 適 性 検 査 事 務 の 項 中 「 三 四 〇 」 を 「 四 一 〇 」 に 、「 五 一 〇 」 を 「 五 二 〇 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 十 家 畜 衛 生 事 務 の 項 中

「 豚 熱 予 防 液 交

付 手 数 料 一 頭 に つ き 六 〇
」
を

「
豚 熱 予 防 液 交

付 手 数 料

家 畜 防 疫 員 に よ る 診 察 を 要

す る 場 合 一 頭 に つ き 七 〇

に 改 め る 。

そ の 他 の 場 合 一 頭 に つ き 六 〇
」

　 別 表 第 十 四 建 築 確 認 等 事 務 の 項 中

「
建 築 物 の 延 べ

面 積 の 特 例 許

可 申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

建 築 物 の 建 蔽

率 の 特 例 許 可

申 請 手 数 料

一 件 に つ き 三 三 、 〇 〇 〇 を

建 築 物 の 建 蔽

率 に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外

に 係 る 許 可 申

請 手 数 料

一 件 に つ き 三 三 、 〇 〇 〇
」

「
建 築 物 の 延 べ

面 積 の 特 例 認

定 申 請 手 数 料

一 件 に つ き 二 七 、 〇 〇 〇

建 築 物 の 延 べ

面 積 の 特 例 許

可 申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

建 築 物 の 建 蔽

率 の 特 例 許 可

申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇 に 、

建 築 物 の 建 蔽

率 に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外

に 係 る 許 可 申

請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」

「 建 築 物 の 高 さ

の 許 可 申 請 手

数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」
を
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「 建 築 物 の 高 さ

の 特 例 許 可 申

請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

建 築 物 の 高 さ

に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に

係 る 許 可 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」

に 、

「
特 例 容 積 率 適

用 地 区 内 に お

け る 建 築 物 の

高 さ に 関 す る

制 限 の 適 用 除

外 に 係 る 許 可

申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」

を

「
特 例 容 積 率 適

用 地 区 内 に お

け る 建 築 物 の

高 さ に 関 す る

制 限 の 適 用 除

外 に 係 る 許 可

申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

に 、 「 一

高 度 地 区 に お

け る 建 築 物 の

高 さ の 特 例 許

可 申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇
」

団 地 内 に 建 築 さ れ る 一 又 は 二 以 上 の 建 築 物 の 特 例 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 一 団 地 内 に お い て 建 築 等

を す る 一 又 は 二 以 上 の 建 築 物 の 特 例 認 定 申 請 手 数 料 」 に 、 「 既 存 建 築 物 を 除 く 」 を 「 建 築 等 を す る

も の に 限 る 」 に 、「 広 い 空 地 を 有 す る 一 団 地 内 に 建 築 さ れ る 一 又 は 二 以 上 の 建 築 物 の 特 例 許 可 申 請

手 数 料 」 を 「 広 い 空 地 を 有 す る 一 団 地 内 に お い て 建 築 等 を す る 一 又 は 二 以 上 の 建 築 物 の 特 例 許 可

申 請 手 数 料 」 に 、「 一 の 敷 地 と み な す こ と 等 に よ る 制 限 の 緩 和 に 係 る 公 告 認 定 対 象 区 域 内 に お け る

一 敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 建 築 認 定 申 請 手 数 料 」 を 「 一 の 敷 地 と み な す こ と 等 に よ る 制

限 の 緩 和 に 係 る 公 告 認 定 対 象 区 域 内 に お け る 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 新 築 又 は 一 敷 地

内 認 定 建 築 物 の 増 築 等 の 認 定 申 請 手 数 料 」 に 、「 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 を 除 く 」 を 「 新 築 又 は 増 築 等

を す る も の に 限 る 」 に 、「 一 の 敷 地 と み な す こ と 等 に よ る 制 限 の 緩 和 に 係 る 公 告 認 定 対 象 区 域 又 は

公 告 許 可 対 象 区 域 内 に お け る 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 又 は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 特 例 許

可 申 請 手 数 料 」 を 「 一 の 敷 地 と み な す こ と 等 に よ る 制 限 の 緩 和 に 係 る 公 告 認 定 対 象 区 域 又 は 公 告

許 可 対 象 区 域 内 に お け る 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 若 し く は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 新 築 又

は 一 敷 地 内 認 定 建 築 物 若 し く は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 の 増 築 等 の 特 例 許 可 申 請 手 数 料 」 に 、「 一 敷 地

内 認 定 建 築 物 又 は 一 敷 地 内 許 可 建 築 物 を 除 く 」 を 「 新 築 又 は 増 築 等 を す る も の に 限 る 」 に 改 め 、

同 表 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 事 務 の 項 中
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「
一 戸 建 て 住 宅 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 七 四 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 一 〇 五 、 四 〇 〇

建 築
物 全

体 又
は 複

合 建
築 物

の 住
宅 部

分 に
係 る

も の

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 四 八 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 一 三 、 〇 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 三 〇 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 四 一 三 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 五 四 二 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 六 三 六 、 五 〇 〇

非
住
宅
部
分
の
全
部
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 九 五 、 〇 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の
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性
能

基
準

等
を

定
め

る
省

令
（

平
成

二
十

八
年

経
済

産
業

省
、

国
土

交
通

省
令

第
一

号
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

建
築

物
省

エ
ネ

法
基

準
省

令
」

と
い

う
。 ）

第
十

条
第

一
号

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 二 一 、 〇 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 五 九 、 三 〇 〇

共
同

住
宅

等

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 二 五 七 、 九 〇 〇

複
合

建
築

物
の

非
住

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 八 〇 〇

を

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万
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宅
部

分
に

係
る

も
の

イ
⑵
及

び
ロ

⑵
に

定
め
る

基
準

に
係

る
も
の
で
あ
る

も
の

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 四 〇 四 、 七 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 四 七 四 、 八 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 二 四 八 、 四 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 三 一 一 、 二 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 四 〇 一 、 八 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 五 七 三 、 四 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

一 件 に つ き 七 〇 六 、 三 〇 〇
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も の
非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 八 三 四 、 九 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 九 五 二 、 四 〇 〇
」

「
一 戸
建 て
住 宅

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 基

準 等 を 定 め る 省

令 （ 平 成 二 十 八

年 経 済 産 業 省 、

国 土 交 通 省 令 第

一 号 。 以 下 こ の

表 に お い て 「 建

築 物 省 エ ネ 法 基

準 省 令 」 と い

う 。 ） 第 十 条 第 二

号 イ ⑵ 及 び ロ ⑵

に 定 め る 基 準 に

係 る も の で あ る

も の

一 件 に つ き 一 九 、 一 〇 〇

そ の 他 の も の 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

全
住

戸
が

建
築

物
省

エ
ネ

法
基

準
省

令
第

十
条

第
二

号
イ

⑵
及

び
一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 三 五 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 五 一 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 七 四 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 一 二 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸



令和５年３月22日　　　　　水曜日　　　　愛  知  県  公  報

-11-

第390号

ロ
⑵

に
定

め
る

基
準

に
係

る
も

の
で

あ
る

も
の

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 七 〇 、 三 〇 〇

建
築

物
全

体
又

は
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
に

係
る

も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 二 四 二 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 三 一 三 、 四 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 三 五 六 、 五 〇 〇

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 七 四 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 一 〇 五 、 四 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 四 八 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 一 三 、 〇 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 三 〇 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 四 一 三 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 五 四 二 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 六 三 六 、 五 〇 〇

非 住 宅 部 分
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の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 九 五 、 〇 〇 〇

に 、

共
同

住
宅

等

非
住

宅
部

分
の

全
部

が
建

築
物

省
エ

ネ
法

基
準

省
令

第
十

条
第

一
号

イ
⑵

及
び

ロ
⑵

に
定

め
る

基
準

に
係

る
も

の
で

あ
る

も
の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 二 一 、 〇 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 五 九 、 三 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 二 五 七 、 九 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 八 〇 〇

複
合

建
築

物
の

非
住

宅
部

分
に

係

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 四 〇 四 、 七 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 四 七 四 、 八 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト 一 件 に つ き 二 四 八 、 四 〇 〇
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る
も

の

ル 以 内 の も

の
非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 三 一 一 、 二 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 四 〇 一 、 八 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 五 七 三 、 四 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 七 〇 六 、 三 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 八 三 四 、 九 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 九 五 二 、 四 〇 〇
」

「
一 戸 建 て 住 宅 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇

」
を
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第390号

「
一 戸

建 て
住 宅

建 築 物 省 エ ネ 法

基 準 省 令 第 十 条

第 二 号 イ ⑵ 及 び

ロ ⑵ に 定 め る 基

準 に 係 る も の で

あ る も の

一 件 に つ き 一 〇 、 一 〇 〇

に 、

そ の 他 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇
」

「 一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 三 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 五 四 、 五 〇 〇

建 築
物 全

体 、
建 築

物 全
体 及

び 住
戸 又

は 複
合 建

築 物
の 住

宅 部
分 に

係 る
も の

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 七 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 一 一 、 四 〇 〇 を

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 六 一 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 二 二 〇 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 八 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 九 〇 〇
」

「

全
住

戸
が

建
築

物
一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 〇 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 一 九 、 〇 〇 〇
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第390号

省
エ

ネ
法

基
準

省
令
第
十
条
第

二
号

イ
⑵

及
び

ロ
⑵
に

定
め

る
基
準
に
係

る
も
の
で
あ
る
も

の
一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 二 七 、 七 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 四 〇 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 六 一 、 三 〇 〇

建
築
物

全
体

、
建
築
物
全
体
及

び
住

戸
又

は
複
合
建
築
物
の

住
宅
部
分
に
係
る
も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 九 三 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 三 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 七 四 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 一 九 七 、 〇 〇 〇

に 改 め 、 同 表 建 築 物 エ ネ ル ギ ー

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 三 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 五 四 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 七 七 、 一 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 一 一 、 四 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 六 一 、 三 〇 〇
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第390号

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 二 二 〇 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 八 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 九 〇 〇
」

消 費 性 能 向 上 計 画 認 定 事 務 の 項 中

「
一 戸 建 て 住 宅 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 七 四 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 一 〇 五 、 四 〇 〇

建 築
物 全

体 又
は 複

合 建
築 物

の 住
宅 部

分 に
係 る

も の

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 四 八 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 一 三 、 〇 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 三 〇 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 四 一 三 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 五 四 二 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 六 三 六 、 五 〇 〇
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非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 九 五 、 〇 〇 〇

非
住

宅
部

分
の

全
部

が
建

築
物

省
エ

ネ
法

基
準

省
令

第
十

条
第

一
号

イ
⑵

及
び

ロ
⑵

に
定

め
る

基
準

に
係

る
も

の
で

あ
る

も
の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 二 一 、 〇 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 五 九 、 三 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 二 五 七 、 九 〇 〇

共
同

住
宅

等

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 八 〇 〇

を

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 四 〇 四 、 七 〇 〇

複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 四 七 四 、 八 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の
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第390号

に
係

る
も

の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 二 四 八 、 四 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 三 一 一 、 二 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 四 〇 一 、 八 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 五 七 三 、 四 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 七 〇 六 、 三 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 八 三 四 、 九 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 九 五 二 、 四 〇 〇
」

「

一 戸

建 築 物 省 エ ネ 法

基 準 省 令 第 十 条

第 二 号 イ ⑵ 及 び

ロ ⑵ に 定 め る 基 一 件 に つ き 一 九 、 一 〇 〇
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第390号

建 て
住 宅

準 に 係 る も の で

あ る も の

そ の 他 の も の 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

全
住

戸
が
建
築
物
省
エ
ネ

法
基

準
省

令
第
十

条
第
二
号
イ
⑵
及

び
ロ
⑵
に
定
め
る

基
準

に
係

る
も
の
で
あ
る

も
の

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 三 五 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 五 一 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 七 四 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 一 二 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 七 〇 、 三 〇 〇

建
築

物
全

体
又

は
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
に

係
る

も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 二 四 二 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 三 一 三 、 四 〇 〇

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 三 五 六 、 五 〇 〇

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 三 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 七 四 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 一 〇 五 、 四 〇 〇
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一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 四 八 、 三 〇 〇

そ
の

他
の
も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 一 三 、 〇 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 三 〇 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 四 一 三 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 五 四 二 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 六 三 六 、 五 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 九 五 、 〇 〇 〇

非
住
宅

部
分
の
全
部
が

建
築
物
省
エ
ネ
法
基
準

省
令
第
十

条
第
一
号
イ

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 二 一 、 〇 〇 〇

に 、

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 一 五 九 、 三 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

一 件 に つ き 二 五 七 、 九 〇 〇
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⑵
及
び

ロ
⑵
に

定
め

る
基

準
に
係
る
も
の

で
あ

る
も

の
も の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 八 〇 〇

複
合
建
築

物
の
非
住

宅
部
分
に
係
る
も

の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 四 〇 四 、 七 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 四 七 四 、 八 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 二 四 八 、 四 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 三 百

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 三 一 一 、 二 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 千 平

方 メ ー ト ル

を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の

一 件 に つ き 四 〇 一 、 八 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 五

千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 五 七 三 、 四 〇 〇
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非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 五 千

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 一

万 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の

一 件 に つ き 七 〇 六 、 三 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 一 万

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 二

万 五 千 平 方

メ ー ト ル 以

内 の も の

一 件 に つ き 八 三 四 、 九 〇 〇

非 住 宅 部 分

の 床 面 積 の

合 計 が 二 万

五 千 平 方

メ ー ト ル を

超 え る も の

一 件 に つ き 九 五 二 、 四 〇 〇
」

「
一 戸 建 て 住 宅 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇

」
を

「
一 戸

建 て
住 宅

建 築 物 省 エ ネ 法

基 準 省 令 第 十 条

第 二 号 イ ⑵ 及 び

ロ ⑵ に 定 め る 基

準 に 係 る も の で

あ る も の

一 件 に つ き 一 〇 、 一 〇 〇

に 、

そ の 他 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇
」

「 一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 三 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 五 四 、 五 〇 〇

建 築
物 全

体 、
建 築

物 全
体 及

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 七 七 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸
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び 住
戸 又

は 複
合 建

築 物
の 住

宅 部
分 に

係 る
も の

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 一 一 、 四 〇 〇

を

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 六 一 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 二 二 〇 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 八 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 九 〇 〇
」

「

全
住
戸
が
建
築

物
省

エ
ネ

法
基
準
省
令
第
十
条

第
二

号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
係
る

も
の
で

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 〇 、 一 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 一 九 、 〇 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 二 七 、 七 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 四 〇 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 六 一 、 三 〇 〇

建
築

物
全

体
、

建
築

物
全

体
及

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 九 三 、 九 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 三 五 、 二 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 七 四 、 二 〇 〇
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び
住

戸
又

は
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
に

係
る

も
の

あ
る

も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の
一 件 に つ き 一 九 七 、 〇 〇 〇

一 棟 の 戸 数

が 一 の も の 一 件 に つ き 一 九 、 二 〇 〇

に 改 め 、 同 表 建 築 物 エ ネ ル ギ ー

一 棟 の 総 戸

数 が 二 以 上

五 以 下 の も

の

一 件 に つ き 三 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 六 以 上

十 以 下 の も

の

一 件 に つ き 五 四 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 十 一 以

上 二 十 五 以

下 の も の

一 件 に つ き 七 七 、 一 〇 〇

そ
の

他
の

も
の

一 棟 の 総 戸

数 が 二 十 六

以 上 五 十 以

下 の も の

一 件 に つ き 一 一 一 、 四 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 五 十 一

以 上 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 一 六 一 、 三 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 百 一 以

上 二 百 以 下

の も の

一 件 に つ き 二 二 〇 、 六 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 二 百 一

以 上 三 百 以

下 の も の

一 件 に つ き 二 八 八 、 五 〇 〇

一 棟 の 総 戸

数 が 三 百 一

以 上 の も の

一 件 に つ き 三 三 六 、 九 〇 〇
」

消 費 性 能 基 準 適 合 認 定 事 務 の 項 中 「 第 一 条 第 一 項 第 二 号 イ ⑵ ⅰ 」 を 「 第 一 条 第 一 項 第 二 号 イ ⑵ 」

に 、 「 第 一 条 第 一 項 第 二 号 イ ⑵ ⅱ 」 を 「 第 一 条 第 一 項 第 二 号 イ ⑵ 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 十 六 自 動 車 保 管 場 所 証 明 等 事 務 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

特 定 自 動 運

特 定 自 動 運 行

許 可 申 請 手 数

料

一 件 に つ き 七 九 、 二 〇 〇

行 許 可 事 務 特 定 自 動 運 行

計 画 変 更 許 可

申 請 手 数 料

一 件 に つ き 七 八 、 五 〇 〇

　　　 附　 則
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　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 十 家 畜 衛 生 事 務 の 項 並 び に 別 表

第 十 四 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 事 務 の 項 、 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 認 定 事 務 の 項

及 び 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 適 合 認 定 事 務 の 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 号

　　　 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 五 条 の 二 中 「 掲 げ る 法 人 」 の 下 に 「 並 び に 同 項 第 四 号 に 掲 げ る 事 業 を 行 う 法 人 」 を 加 え る 。

　 附 則 第 三 十 条 中 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 四 号

　　　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 八 、 七 七 三 人 」 を 「 八 、 六 六 九 人 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 一 、 五 六

四 人 」 を 「 一 、 五 七 五 人 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 三 四 三 人 」 を 「 三 四 七 人 」 に 改 め 、 同 項 第 八

号 中
「 　 八 、 七 七 八 人

　 　 三 、 二 七 九 人

　 一 二 、 〇 五 七 人 」 

を
「 　 八 、 七 八 四 人

　 　 三 、 三 二 〇 人

　 一 二 、 一 〇 四 人 」
に 改 め 、 同 項 第 十 四 号 中 「 一 七 、 六 五 七 人

　 一 〇 、 〇 四 四 人 」 

を

「 一 七 、 九 六 七 人

　 一 〇 、 一 二 六 人 」
に 、 「 　 　 　 三 三 〇 人

　 二 八 、 〇 七 三 人 」 

を 「 　 　 　 三 二 八 人

　 二 八 、 四 六 三 人 」
に 改 め 、 同 項 末 尾 の 計 中 「 六

五 、 九 〇 〇 人 」 を 「 六 六 、 二 四 八 人 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 七 項 中 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 八 十 七 人 」 を 「 百 十

四 人 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 五 号

　　　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 第 十 五 条 第 三 項 中 「 い う 」 の 下 に 「 。 第 二 十 条 第 三 項 に お い て 同 じ 」 を 加 え る 。

　 第 二 十 条 第 一 項 第 一 号 中 「 次 号 」 を 「 第 三 号 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 を 削 り 、 同 項 第 三 号 中 「 交

通 取 締 り 」 を 「 交 通 の 取 締 り 」 に 改 め 、 「 業 務 」 の 下 に 「 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 取 締 り の 業

務 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三　 警 察 本 部 交 通 部 に 所 属 す る 職 員 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 に 限 る 。 ） そ の 他 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 が 、 交 通 事 件 に 係 る 道 路 （ 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 二

条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 道 路 を い う 。 ） に お け る 捜 査 又 は 取 締 り の 業 務 （ 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 業 務 に 限 る 。 ） に 従 事 し た と き 。

　 第 二 十 条 第 一 項 第 四 号 中 「 及 び 」 を 「 又 は 」 に 改 め 、 「 業 務 」 の 下 に 「 （ 前 号 に 掲 げ る 場 合 に お

け る 取 締 り の 業 務 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 七 号 中 「 第 三 号 」 を 「 第 二 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

第 一 号 中 「 及 び 第 三 号 」 を 削 り 、 「 四 百 六 十 円 」 を 「 八 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 前 項 第

二 号 及 び 第 八 号 」 を 「 前 項 第 八 号 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 第 一 号 中 「 銃 器 」 の 下 に 「 又 は 銃 砲 刀 剣

類 所 持 等 取 締 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 六 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る ク ロ ス ボ ウ （ 以 下 「 銃 器 等 」

と い う 。 ） 」 を 加 え 、「 千 百 九 十 円 」 を 「 千 八 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 銃 器 」 を 「 銃 器 等 」 に 、

「 六 百 五 十 円 」 を 「 五 百 四 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 六 百 五 十 円 」 を 「 五 百 四 十 円 」 に 改 め 、

同 項 第 四 号 中 「 銃 器 」 を 「 銃 器 等 」 に 、 「 三 百 七 十 円 」 を 「 二 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 銃

器 」 を 「 銃 器 等 」 に 、「 三 百 七 十 円 」 を 「 二 百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 三 百 七 十 円 」 を 「 二

百 六 十 円 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 、 第 二 号 、 第 四 号 又 は 第 五 号 」 を 「 又

は 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 業 務 が 夜 間 に 行 わ れ た 場 合 に あ っ て は 前 項 第 一 号 の 規 定 に よ り 定 め

ら れ る 額 に 百 分 の 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 同 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 に 加 算 し て 、 第 一 項 第

十 一 号 に 規 定 す る 業 務 が 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 特 に 困 難 で 心 身 に 著 し い 負 担 を 与 え る 業 務 で

あ る 場 合 に あ っ て は 前 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 に 百 分 の 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 同 号

の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 に 加 算 し て 支 給 す る 。

　 第 二 十 五 条 中 「 第 二 十 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 を 「 第 二 十 条 第 四 項 及 び 第 五 項 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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　 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 六 号

　　　 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 第 一 条 中 「 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で 」 を 「 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 令 和

六 年 三 月 三 十 一 日 ま で 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 文 化 財 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 七 号

　　　 愛 知 県 文 化 財 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 文 化 財 保 護 条 例 （ 昭 和 三 十 年 愛 知 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中
「 第 二 章 　 県 指 定 有 形 文 化 財 （ 第 四 条 ― 第 十 七 条 ）

　 第 三 章 　 県 指 定 無 形 文 化 財 （ 第 十 八 条 ― 第 二 十 三 条 の 五 ）

　 第 四 章 　 県 指 定 民 俗 文 化 財 （ 第 二 十 四 条 ― 第 二 十 八 条 の 六 ）

　 第 五 章 　 県 指 定 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 （ 第 二 十 九 条 ― 第 三 十 四 条 ） 」
を

「 第 二 章 　 有 形 文 化 財

　 　 第 一 節 　 県 指 定 有 形 文 化 財 （ 第 四 条 ― 第 十 七 条 ）

　 　 第 二 節 　 県 登 録 有 形 文 化 財 （ 第 十 七 条 の 二 ― 第 十 七 条 の 十 一 ）

　 第 三 章 　 無 形 文 化 財

　 　 第 一 節 　 県 指 定 無 形 文 化 財 （ 第 十 八 条 ― 第 二 十 三 条 の 五 ）

　 　 第 二 節 　 県 登 録 無 形 文 化 財 （ 第 二 十 三 条 の 六 ― 第 二 十 三 条 の 十 一 ）

　 第 四 章 　 民 俗 文 化 財

　 　 第 一 節 　 県 指 定 有 形 民 俗 文 化 財 及 び 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 （ 第 二 十 四 条 ― 第 二 十 八 条 の 五 ）

第 二 節 　 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 及 び 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 （ 第 二 十 八 条 の 六 ― 第 二 十 八 条 の

十 一 ）

第 三 節 　 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 及 び 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 以 外 の 無 形 の 民 俗 文 化 財 （ 第 二 十

　 　 　 　 八 条 の 十 二 ）
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　 第 五 章 　 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物

　 　 第 一 節 　 県 指 定 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 （ 第 二 十 九 条 ― 第 三 十 三 条 の 七 ）

　 　 第 二 節 　 県 登 録 記 念 物 （ 第 三 十 三 条 の 八 ・ 第 三 十 四 条 ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

に 改 め る 。

　 第 一 条 中 「 第 百 八 十 二 条 第 二 項 」 の 下 に 「 及 び 第 三 項 」 を 加 え 、 「 の う ち 重 要 な も の 」 を 削 る 。

　 第 二 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 第 二 章　 有 形 文 化 財

　 第 二 章 中 第 四 条 の 前 に 次 の 節 名 を 付 す る 。

　　　　 第 一 節　 県 指 定 有 形 文 化 財

　 第 六 条 第 二 項 中 「 こ の 章 」 を 「 こ の 節 」 に 、 「 を 選 任 す る 」 を 「 に 選 任 す る 」 に 改 め る 。

　 第 十 四 条 第 三 項 中 「 前 項 の 規 定 に よ る 公 開 の 」 を 「 県 指 定 有 形 文 化 財 の 所 有 者 が そ の 所 有 に 係

る 県 指 定 有 形 文 化 財 を 公 開 す る 」 に 、 「 費 用 に 」 を 「 経 費 に 」 に 改 め る 。

　 第 二 章 に 次 の 一 節 を 加 え る 。

　　　　 第 二 節　 県 登 録 有 形 文 化 財

　 （ 登 録 ）

第 十 七 条 の 二　 知 事 は 、 県 指 定 有 形 文 化 財 以 外 の 有 形 文 化 財 （ 法 第 五 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

登 録 又 は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る も の を 除

く 。 ） の う ち 、 そ の 文 化 財 と し て の 価 値 に 鑑 み 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 が 特 に 必 要 と さ れ る も

の を 愛 知 県 登 録 有 形 文 化 財 （ 以 下 「 県 登 録 有 形 文 化 財 」 と い う 。 ） と し て 登 録 す る こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 登 録 し よ う と す る 有 形

文 化 財 の 所 有 者 及 び 権 原 に 基 づ く 占 有 者 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 所 有 者 又 は 権

原 に 基 づ く 占 有 者 が 判 明 し な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３　 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示 す る と と も に 、 当 該 有 形 文 化 財 の 所 有 者

及 び 権 原 に 基 づ く 占 有 者 に 通 知 し て 行 う 。

４　 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 告 示 が あ つ た 日 か ら そ の 効 力 を 生 ず る 。

５　 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し た と き は 、 当 該 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 に 登 録 証 を

交 付 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 抹 消 ）

第 十 七 条 の 三　 知 事 は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 に つ い て そ の 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 を 講 ず る 必 要

が な く な つ た 場 合 そ の 他 特 殊 の 理 由 が あ る と き は 、 そ の 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き る 。

２　 前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 抹 消 に つ い て 準 用 す る 。

３　 県 登 録 有 形 文 化 財 に つ い て 、 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 重 要 文 化 財 の 指 定 、 法 第 五 十

　 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 若 し く は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ

る 指 定 が あ つ た と き 又 は 知 事 が 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 指 定 有 形 文 化 財 に 指 定 し た と き
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は 、 当 該 県 登 録 有 形 文 化 財 の 登 録 は 、 抹 消 さ れ た も の と す る 。

４　 前 項 の 場 合 に は 、 知 事 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示 す る と と も に 、 当 該 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所

有 者 及 び 権 原 に 基 づ く 占 有 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

５　 第 二 項 に お い て 準 用 す る 前 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 県 登 録 有 形 文 化 財 の 登 録 の 抹 消 の 通 知 を 受

け た と き 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 所 有 者 は 、 速 や か に 県 登 録 有 形 文 化 財 の

登 録 証 を 知 事 に 返 付 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 管 理 ）

第 十 七 条 の 四　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 は 、 こ の 条 例 及 び こ れ に 基 づ く 規 則 に 従 い 、 県 登 録 有

形 文 化 財 を 管 理 し な け れ ば な ら な い 。

２　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 は 、 当 該 県 登 録 有 形 文 化 財 の 適 切 な 管 理 の た め 必 要 が あ る と き は 、

法 第 百 九 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 文 化 財 保 存 活 用 支 援 団 体 そ の 他 の 適 当 な 者 を 専 ら 自 己 に

代 わ り 当 該 県 登 録 有 形 文 化 財 の 管 理 の 責 め に 任 ず べ き 者 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 管 理 責 任 者 」

と い う 。 ） に 選 任 す る こ と が で き る 。

３　 第 六 条 第 三 項 及 び 第 七 条 の 規 定 は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 管 理 に つ い て 準 用 す る 。

４　 第 一 項 の 規 定 は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 管 理 責 任 者 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 滅 失 、 毀 損 等 ）

第 十 七 条 の 五　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 全 部 又 は 一 部 が 滅 失 し 、 若 し く は 毀 損 し 、 又 は こ れ を 亡 失 し 、

若 し く は 盗 み 取 ら れ た と き は 、 所 有 者 （ 管 理 責 任 者 が あ る 場 合 は 、 そ の 者 ） は 、 速 や か に そ の

旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

　 （ 所 在 の 変 更 ）

第 十 七 条 の 六　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 在 の 場 所 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 所 有 者 （ 管 理 責 任 者

が あ る 場 合 は 、 そ の 者 ） は 、 あ ら か じ め そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規

則 で 定 め る 場 合 に は 、 届 出 を 要 せ ず 、 又 は 所 在 の 場 所 を 変 更 し た 後 届 け 出 る こ と を も つ て 足 り

る 。

　 （ 現 状 変 更 の 届 出 等 ）

第 十 七 条 の 七　 県 登 録 有 形 文 化 財 に 関 し そ の 現 状 を 変 更 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め そ の 旨 を

知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 維 持 の 措 置 又 は 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 を

執 る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 維 持 の 措 置 の 範 囲 は 、 規 則 で 定 め る 。

３　 知 事 は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 保 護 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 一 項 の 届 出 に 係 る 県 登 録

有 形 文 化 財 の 現 状 変 更 に 関 し 必 要 な 指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

　 （ 管 理 又 は 修 理 に 関 す る 技 術 的 指 導 ）

第 十 七 条 の 八　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 又 は 管 理 責 任 者 は 、 知 事 に 県 登 録 有 形 文 化 財 の 管 理 又

は 修 理 に 関 し 技 術 的 な 指 導 を 求 め る こ と が で き る 。
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　 （ 公 開 ）

第 十 七 条 の 九　 知 事 は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 活 用 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 県 登 録 有 形 文 化

財 の 所 有 者 に 対 し 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 公 開 及 び 当 該 公 開 に 係 る 県 登 録 有 形 文 化 財 の 管 理 に 関

し 、 必 要 な 指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

２　 県 は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 が そ の 所 有 に 係 る 県 登 録 有 形 文 化 財 を 公 開 す る 場 合 に は 、

そ の 公 開 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る こ と が で き る 。

　 （ 現 状 等 の 報 告 ）

第 十 七 条 の 十　 知 事 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 又 は 管 理 責 任 者

に 対 し 、 当 該 県 登 録 有 形 文 化 財 の 現 状 又 は 管 理 若 し く は 修 理 の 状 況 に つ き 報 告 を 求 め る こ と が

で き る 。

　 （ 所 有 者 変 更 に 伴 う 登 録 証 の 引 渡 し ）

第 十 七 条 の 十 一　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 所 有 者 が 変 更 し た と き は 、 旧 所 有 者 は 、 当 該 県 登 録 有 形 文

化 財 の 引 渡 し と 同 時 に そ の 登 録 証 を 新 所 有 者 に 引 き 渡 さ な け れ ば な ら な い 。

　 第 三 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 第 三 章　 無 形 文 化 財

　 第 三 章 中 第 十 八 条 の 前 に 次 の 節 名 を 付 す る 。

　　　　 第 一 節　 県 指 定 無 形 文 化 財

　 第 十 八 条 第 三 項 中 「 よ る 指 定 」 の 下 に 「 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 認 定 」 を 加 え 、「 認 定 し よ う と す

る 」 を 「 認 定 す る 」 に 、「 あ つ て は 」 を 「 あ つ て は 、 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 認 定 す る に 」 を 「 第

二 項 の 規 定 に よ る 認 定 を す る に 」 に 、 「 を 保 持 者 又 は 保 持 団 体 と し て 追 加 認 定 す る 」 を 「 に つ い て

追 加 し て 当 該 認 定 を す る 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 を 削 る 。

　 第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 こ の 章 」 を 「 こ の 節 」 に 改 め る 。

　 第 二 十 二 条 第 二 項 中 「 前 項 の 規 定 に よ る 」 を 削 り 、「 及 び そ の 記 録 の 」 を 「 の 保 持 者 又 は 保 持 団

体 が 県 指 定 無 形 文 化 財 を 公 開 す る 場 合 及 び 県 指 定 無 形 文 化 財 の 記 録 の 所 有 者 が そ の 記 録 を 公 開 す

る 場 合 に は 、 そ の 」 に 改 め る 。

　 第 三 章 に 次 の 一 節 を 加 え る 。

　　　　 第 二 節　 県 登 録 無 形 文 化 財

　 （ 登 録 ）

第 二 十 三 条 の 六　 知 事 は 、 県 指 定 無 形 文 化 財 以 外 の 無 形 文 化 財 （ 法 第 七 十 六 条 の 七 第 一 項 の 規 定

に よ る 登 録 又 は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る も

の を 除 く 。 ） の う ち 、 そ の 文 化 財 と し て の 価 値 に 鑑 み 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 が 特 に 必 要 と さ

れ る も の を 愛 知 県 登 録 無 形 文 化 財 （ 以 下 「 県 登 録 無 形 文 化 財 」 と い う 。 ） と し て 登 録 す る こ と が

で き る 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 を す る に 当 た つ て は 、 当 該 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保
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持 団 体 を 認 定 し な け れ ば な ら な い 。

３　 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 認 定 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示 す る と と も に 、

当 該 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保 持 団 体 と し て 認 定 す る も の （ 保 持 団 体 に あ つ て は 、 そ の

代 表 者 ） に 通 知 し て 行 う 。

４　 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し た 後 に お い て も 、 当 該 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は

保 持 団 体 と し て 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 定 を す る に 足 り る も の が あ る と 認 め る と き は 、 そ の も の

に つ い て 追 加 し て 当 該 認 定 を す る こ と が で き る 。

　 （ 抹 消 等 ）

第 二 十 三 条 の 七　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 に つ い て そ の 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 を 講 ず る 必

要 が な く な つ た 場 合 そ の 他 特 殊 の 理 由 が あ る と き は 、 そ の 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 保 持 者 が 心 身 の 故 障 の た め 保 持 者 と し て 適 当 で な く な つ た と 認 め ら れ る 場 合 、 保 持

団 体 が そ の 構 成 員 の 異 動 の た め 保 持 団 体 と し て 適 当 で な く な つ た と 認 め ら れ る 場 合 そ の 他 特 殊

の 理 由 が あ る と き は 、 そ の 認 定 を 解 除 す る こ と が で き る 。

３　 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 抹 消 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 解 除 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示

す る と と も に 、 当 該 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保 持 団 体 の 代 表 者 に 通 知 し て 行 う 。

４　 県 登 録 無 形 文 化 財 に つ い て 、 法 第 七 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 重 要 無 形 文 化 財 の 指 定 、 法 第

七 十 六 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 若 し く は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の

規 定 に よ る 指 定 が あ つ た と き 又 は 知 事 が 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 指 定 無 形 文 化 財 に 指 定

し た と き は 、 当 該 県 登 録 無 形 文 化 財 の 登 録 は 、 抹 消 さ れ た も の と す る 。

５　 前 項 の 場 合 に は 、 知 事 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示 す る と と も に 、 当 該 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保

持 者 と し て 認 定 さ れ て い た 者 又 は 保 持 団 体 と し て 認 定 さ れ て い た 団 体 の 代 表 者 に 通 知 し な け れ

ば な ら な い 。

６　 保 持 者 が 死 亡 し た と き 、 又 は 保 持 団 体 が 解 散 し た と き （ 消 滅 し た と き を 含 む 。 以 下 こ の 項 及

び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 保 持 者 又 は 保 持 団 体 の 認 定 は 解 除 さ れ た も の と し 、 保 持 者 の 全

て が 死 亡 し た と き 、 又 は 保 持 団 体 の 全 て が 解 散 し た と き は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 登 録 は 抹 消 さ

れ た も の と す る 。 こ の 場 合 に は 、 知 事 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 保 持 者 の 氏 名 変 更 等 ）

第 二 十 三 条 の 八　 保 持 者 が 氏 名 若 し く は 住 所 を 変 更 し 、 又 は 死 亡 し た と き 、 そ の 他 規 則 で 定 め る

理 由 が あ る と き は 、 保 持 者 又 は そ の 相 続 人 は 、 速 や か に そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。 保 持 団 体 が 名 称 、 事 務 所 の 所 在 地 若 し く は 代 表 者 を 変 更 し 、 構 成 員 に 異 動 を 生 じ 、 又 は 解

散 し た と き も 、 代 表 者 （ 保 持 団 体 が 解 散 し た 場 合 に あ つ て は 、 代 表 者 で あ つ た 者 ） に つ い て 、

同 様 と す る 。

　 （ 保 存 ）

第 二 十 三 条 の 九　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 存 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 県 登 録 無
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形 文 化 財 に つ い て 自 ら 記 録 の 作 成 、 伝 承 者 の 養 成 そ の 他 そ の 保 存 の た め 適 当 な 措 置 を 執 る こ と

が で き る 。

２　 県 は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保 持 団 体 そ の 他 そ の 保 存 に 当 た る こ と が 適 当 と 認 め ら

れ る 者 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 保 持 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 、 そ の 保 存 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 予

算 の 範 囲 内 で 補 助 す る こ と が で き る 。

　 （ 公 開 ）

第 二 十 三 条 の 十　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保 持 団 体 に 対 し て は 県 登 録 無 形 文 化 財

の 公 開 に 関 し て 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 記 録 の 所 有 者 に 対 し て は そ の 記 録 の 公 開 に 関 し て 、 必 要

な 指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

２　 県 は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保 持 団 体 が 県 登 録 無 形 文 化 財 を 公 開 す る 場 合 及 び 県 登

録 無 形 文 化 財 の 記 録 の 所 有 者 が そ の 記 録 を 公 開 す る 場 合 に は 、 そ の 公 開 に 要 す る 経 費 の 一 部 を

予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る こ と が で き る 。

　 （ 保 存 に 関 す る 指 導 又 は 助 言 ）

第 二 十 三 条 の 十 一　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 等 に 対 し 、 そ の 保 存 の た め 必 要 な 指 導 又

は 助 言 を す る こ と が で き る 。

　 第 四 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 第 四 章　 民 俗 文 化 財

　 第 四 章 中 第 二 十 四 条 の 前 に 次 の 節 名 を 付 す る 。

　　　　 第 一 節　 県 指 定 有 形 民 俗 文 化 財 及 び 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財

　 第 二 十 八 条 の 二 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２　 県 は 、 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 の 記 録 の 所 有 者 が そ の 記 録 を 公 開 す る 場 合 に は 、 そ の 公 開 に 要

す る 経 費 の 一 部 を 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る こ と が で き る 。

　 第 二 十 八 条 の 六 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 中 「 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 」 の 下 に 「 及 び 県 登 録 無 形 民

俗 文 化 財 」 を 加 え 、 第 四 章 中 同 条 を 第 二 十 八 条 の 十 二 と し 、 第 二 十 八 条 の 五 の 次 に 次 の 一 節 及 び

節 名 を 加 え る 。

　　　　 第 二 節　 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 及 び 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財

　 （ 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 ）

第 二 十 八 条 の 六　 知 事 は 、 県 指 定 有 形 民 俗 文 化 財 以 外 の 有 形 の 民 俗 文 化 財 （ 法 第 九 十 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 登 録 又 は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い

る も の を 除 く 。 ） の う ち 、 そ の 文 化 財 と し て の 価 値 に 鑑 み 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 が 特 に 必 要

と さ れ る も の を 愛 知 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 （ 以 下 「 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 」 と い う 。 ） と し て 登

録 す る こ と が で き る 。

２　 第 十 七 条 の 二 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 に つ い て 準 用 す る 。

３　 第 十 七 条 の 三 か ら 第 十 七 条 の 十 一 ま で の 規 定 は 、 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 に つ い て 準 用 す る 。
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こ の 場 合 に お い て 、 第 十 七 条 の 三 第 三 項 中 「 第 二 十 七 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 七 十 八 条 第 一

項 」 と 、 「 重 要 文 化 財 」 と あ る の は 「 重 要 有 形 民 俗 文 化 財 」 と 、 「 第 五 十 七 条 第 一 項 」 と あ る の

は 「 第 九 十 条 第 一 項 」 と 、 「 第 四 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 二 十 四 条 第 一 項 」 と 、 「 県 指 定 有 形

文 化 財 」 と あ る の は 「 県 指 定 有 形 民 俗 文 化 財 」 と 、 第 十 七 条 の 七 第 一 項 た だ し 書 中 「 維 持 の 措

置 又 は 非 常 災 害 の た め に 必 要 な 応 急 措 置 を 執 る 場 合 」 と あ る の は 「 規 則 で 定 め る 場 合 」 と 読 み

替 え る も の と す る 。

　 （ 無 形 の 民 俗 文 化 財 の 登 録 ）

第 二 十 八 条 の 七　 知 事 は 、 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 以 外 の 無 形 の 民 俗 文 化 財 （ 法 第 九 十 条 の 五 第 一

項 の 規 定 に よ る 登 録 又 は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け

て い る も の を 除 く 。 ） の う ち 、 そ の 文 化 財 と し て の 価 値 に 鑑 み 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 が 特 に

必 要 と さ れ る も の を 愛 知 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 （ 以 下 「 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 」 と い う 。 ） と し

て 登 録 す る こ と が で き る 。

２　 第 二 十 四 条 第 三 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 登 録 の 抹 消 ）

第 二 十 八 条 の 八　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 に つ い て そ の 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 を 講 ず

る 必 要 が な く な つ た 場 合 そ の 他 特 殊 の 理 由 が あ る と き は 、 そ の 登 録 を 抹 消 す る こ と が で き る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 抹 消 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 に 告 示 し て 行 う 。

３　 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 に つ い て 、 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 重 要 無 形 民 俗 文 化 財 の 指

定 、 法 第 九 十 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 若 し く は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の

条 例 の 規 定 に よ る 指 定 が あ つ た と き 又 は 知 事 が 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 指 定 無 形 民 俗

文 化 財 に 指 定 し た と き は 、 当 該 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 登 録 は 、 抹 消 さ れ た も の と す る 。

４　 前 項 の 場 合 に は 、 知 事 は 、 そ の 旨 を 県 公 報 で 告 示 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 保 存 ）

第 二 十 八 条 の 九　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 保 存 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 県 登

録 無 形 民 俗 文 化 財 に つ い て 自 ら 記 録 の 作 成 そ の 他 そ の 保 存 の た め 適 当 な 措 置 を 執 る こ と が で き

る 。

２　 県 は 、 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 保 存 に 当 た る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 者 に 対 し 、 そ の 保 存 に

要 す る 経 費 の 一 部 を 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る こ と が で き る 。

　 （ 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 記 録 の 公 開 ）

第 二 十 八 条 の 十　 知 事 は 、 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 記 録 の 所 有 者 に 対 し 、 そ の 記 録 の 公 開 に 関 し

て 必 要 な 指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

２　 県 は 、 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 記 録 の 所 有 者 が そ の 記 録 を 公 開 す る 場 合 に は 、 そ の 公 開 に 要

す る 経 費 の 一 部 を 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 す る こ と が で き る 。

　 （ 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 保 存 に 関 す る 指 導 又 は 助 言 ）
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第 二 十 八 条 の 十 一　 知 事 は 、 第 二 十 八 条 の 九 第 二 項 に 規 定 す る 者 に 対 し 、 そ の 保 存 の た め 必 要 な

指 導 又 は 助 言 を す る こ と が で き る 。

　　　　 第 三 節　 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 及 び 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 以 外 の 無 形 の 民 俗 文 化 財

　 第 五 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

　　　 第 五 章　 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物

　 第 五 章 中 第 二 十 九 条 の 前 に 次 の 節 名 を 付 す る 。

　　　　 第 一 節　 県 指 定 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物

　 第 三 十 二 条 中 「 第 三 十 四 条 」 を 「 第 三 十 三 条 の 七 」 に 、 「 こ の 章 」 を 「 こ の 節 」 に 改 め る 。

　 第 五 章 中 第 三 十 四 条 を 第 三 十 三 条 の 七 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 一 節 を 加 え る 。

　　　　 第 二 節　 県 登 録 記 念 物

　 （ 登 録 ）

第 三 十 三 条 の 八　 知 事 は 、 県 指 定 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 以 外 の 記 念 物 （ 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 登 録 又 は 法 第 百 八 十 二 条 第 二 項 に 基 づ く 市 町 村 の 条 例 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け て い る

も の を 除 く 。 ） の う ち 、 そ の 文 化 財 と し て の 価 値 に 鑑 み 保 存 及 び 活 用 の た め の 措 置 が 特 に 必 要 と

さ れ る も の を 愛 知 県 登 録 記 念 物 （ 以 下 「 県 登 録 記 念 物 」 と い う 。 ） と し て 登 録 す る こ と が で き

　 る 。

２　 第 十 七 条 の 二 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 に つ い て 準 用 す る 。

　 （ 準 用 ）

第 三 十 四 条　 第 十 七 条 の 三 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 十 七 条 の 四 、 第 十 七 条 の 五 、 第 十 七 条 の 七

か ら 第 十 七 条 の 十 ま で 及 び 第 三 十 二 条 の 規 定 は 、 県 登 録 記 念 物 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 第 十 七 条 の 三 第 三 項 中 「 第 二 十 七 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 百 九 条 第 一 項 」 と 、「 重 要

文 化 財 」 と あ る の は 「 史 跡 、 名 勝 若 し く は 天 然 記 念 物 」 と 、「 第 五 十 七 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第

百 三 十 二 条 第 一 項 」 と 、 「 第 四 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 と 、 「 県 指 定 有 形 文

化 財 」 と あ る の は 「 愛 知 県 指 定 史 跡 、 愛 知 県 指 定 名 勝 若 し く は 愛 知 県 指 定 天 然 記 念 物 」 と 、 第

三 十 二 条 中 「 第 三 十 三 条 の 七 」 と あ る の は 「 第 三 十 四 条 」 と 、「 第 六 条 第 二 項 」 と あ る の は 「 第

十 七 条 の 四 第 二 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

　 第 三 十 四 条 の 二 第 四 項 中 「 か ら 第 五 項 ま で 」 を 「 及 び 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 第 三 十 四 条 の 八 中 第 十 三 号 を 第 二 十 三 号 と し 、 第 十 二 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 十 一 号 を 第 十 九

号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 二 十　 県 登 録 記 念 物 の 登 録 及 び そ の 登 録 の 抹 消

　 二 十 一　 県 登 録 記 念 物 に つ い て 法 第 百 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を す る こ と の 提 案

　 第 三 十 四 条 の 八 第 十 号 を 同 条 第 十 八 号 と し 、 同 条 第 九 号 中 「 県 指 定 無 形 民 俗 文 化 財 」 の 下 に 「 及

び 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 十 七 号 と し 、 同 条 第 八 号 を 同 条 第 十 三 号 と し 、

同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。
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　 十 四　 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 又 は 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 の 登 録 及 び そ の 登 録 の 抹 消

　 十 五　 県 登 録 有 形 民 俗 文 化 財 に つ い て 法 第 九 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を す る こ と の 提 案

十 六　 県 登 録 無 形 民 俗 文 化 財 に つ い て 法 第 九 十 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を す る こ と の 提

　　 案

　 第 三 十 四 条 の 八 中 第 七 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 六 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 五 号 を 第 七 号 と し 、 同 号

の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

　 八　 県 登 録 無 形 文 化 財 の 登 録 及 び そ の 登 録 の 抹 消

　 九　 県 登 録 無 形 文 化 財 の 保 持 者 又 は 保 持 団 体 の 認 定 及 び そ の 認 定 の 解 除

　 十　 県 登 録 無 形 文 化 財 に つ い て 法 第 七 十 六 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を す る こ と の 提 案

　 第 三 十 四 条 の 八 中 第 四 号 を 第 六 号 と し 、 第 三 号 を 第 五 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 三　 県 登 録 有 形 文 化 財 の 登 録 及 び そ の 登 録 の 抹 消

　 四　 県 登 録 有 形 文 化 財 に つ い て 法 第 五 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を す る こ と の 提 案

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 環 境 影 響 評 価 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 八 号

　　　 愛 知 県 環 境 影 響 評 価 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 十 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 十 一 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 第 二 章 の 二 の 規 定 は 、 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 十 七 号 ） 第 二

　 十 二 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 認 定 地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 者 が 同 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 認 定

地 域 脱 炭 素 化 促 進 事 業 計 画 に 従 っ て 行 う 同 法 第 二 十 二 条 の 二 第 二 項 第 四 号 の 整 備 （ 同 法 第 二 十

　 一 条 第 六 項 に 規 定 す る 県 の 基 準 に 基 づ き 定 め ら れ た 同 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 促 進 区 域 内 に

お い て 行 う も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 適 用 し な い 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 地 球 温 暖 化 対 策 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 九 号
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　　　 愛 知 県 地 球 温 暖 化 対 策 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 地 球 温 暖 化 対 策 推 進 条 例 （ 平 成 三 十 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 第 十 三 条 中 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 及 び

非 化 石 エ ネ ル ギ ー へ の 転 換 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 百 六 十 一 条 」 を 「 第 百 六 十 五 条 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 社 会 福 祉 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 号

　　　 愛 知 県 社 会 福 祉 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 社 会 福 祉 審 議 会 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 第 三 項 中 「 第 七 十 七 条 第 四 項 」 を 「 第 七 十 二 条 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 六 項 中 「 第 七 十 七 条 第 四 項 各 号 」 を 「 第 七 十 二 条 第 四 項 各 号 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の

利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 一 号

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番

号 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の

利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

四 　 知 事

生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） に よ る 保 護 の 決 定 及 び 実 施 、

就 労 自 立 給 付 金 若 し く は 進 学 準 備 給 付 金 の 支 給 、 被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業

の 実 施 、 保 護 に 要 す る 費 用 の 返 還 又 は 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る 事 務 に 準 じ て 外

国 人 に 対 し て 行 う 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

　 別 表 第 二 に 次 の 一 項 を 加 え る 。



令和５年３月22日　　　　　水曜日　　　　愛  知  県  公  報

-37-

第390号

三 　 知 事

生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 決 定 及 び 実 施 又

は 徴 収 金 の 徴 収 に 関 す る 事 務 に 準 じ て 外

国 人 に 対 し て 行 う 事 務 で あ っ て 規 則 で 定

め る も の

法 別 表 第 二 の 二 十 六 の 項 の 第 四 欄

に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 医 療 療 育 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 二 号

　　　 愛 知 県 医 療 療 育 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 医 療 療 育 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 三 十 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 五 愛 知 県 医 療 療 育 総 合 セ ン タ ー の 項 中 「 第 二 十 九 条 第 三 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 第

二 十 九 条 第 三 項 第 一 号 の 主 務 大 臣 」 に 、 「 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 第 二

十 四 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め 、 同 表 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 及 び 愛 知

県 三 河 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー の 項 中 「 第 二 十 九 条 第 三 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 第 二 十 九

条 第 三 項 第 一 号 の 主 務 大 臣 」 に 、 「 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 二 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 第 二 十

一 条 の 五 の 三 第 二 項 第 一 号 の 内 閣 総 理 大 臣 」 に 、 「 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 」

を 「 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 三 号

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例

　 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 条

例 第 六 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 六 条 第 一 項 第 五 号 イ 中 「 第 十 条 第 十 号 た だ し 書 」 を 「 第 十 条 第 十 二 号 た だ し 書 」 に 改 め る 。

　 第 十 条 中 第 十 一 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 七 号 の 次 に
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次 の 二 号 を 加 え る 。

八　 子 ど も の 通 園 、 園 外 に お け る 学 習 の た め の 移 動 そ の 他 の 子 ど も の 移 動 の た め に 自 動 車 を 運

行 す る と き は 、 子 ど も の 乗 車 及 び 降 車 の 際 に 、 点 呼 そ の 他 の 子 ど も の 所 在 を 確 実 に 把 握 す る

こ と が で き る 方 法 に よ り 、 子 ど も の 所 在 を 確 認 す る こ と 。

九　 通 園 を 目 的 と し た 自 動 車 （ 運 転 者 席 及 び こ れ と 並 列 の 座 席 並 び に こ れ ら よ り 一 つ 後 方 に 備

え ら れ た 前 向 き の 座 席 以 外 の 座 席 を 有 し な い も の そ の 他 利 用 の 態 様 を 勘 案 し て こ れ と 同 程 度

に 子 ど も の 見 落 と し の お そ れ が 少 な い と 認 め ら れ る も の を 除 く 。 ） を 運 行 す る と き は 、 当 該 自

動 車 に ブ ザ ー そ の 他 の 車 内 の 子 ど も の 見 落 と し を 防 止 す る 装 置 を 備 え 、 こ れ を 用 い て 前 号 に

定 め る 所 在 の 確 認 （ 子 ど も の 降 車 の 際 に お け る も の に 限 る 。 ） を 行 う こ と 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 改 正 後 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 以 外 の 認 定 こ ど も 園 の 認 定 の 要 件 を 定 め る 条 例 第 十 条 第 九

号 に 規 定 す る 自 動 車 に ブ ザ ー そ の 他 の 車 内 の 子 ど も の 見 落 と し を 防 止 す る 装 置 を 備 え る こ と に

つ き 困 難 な 事 情 が あ る 場 合 に お け る 同 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 、 同 号 中 「 当 該 自 動 車 に ブ ザ ー 」 と あ る の は 「 ブ ザ ー 」 と 、 「 を 備 え 、 こ れ を 用 い て 」 と あ

る の は 「 の 設 置 及 び 使 用 に 代 わ る 措 置 を 講 じ て 」 と す る 。

　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 四 号

　　　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 六 十 八 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 七 条 中 「 厚 生 労 働 省 関 係 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 三 十 四 条 に 規 定 す る 政 令 等 規 制 事 業 に 係 る 省

令 の 特 例 に 関 す る 措 置 を 定 め る 省 令 」 を 「 厚 生 労 働 省 関 係 構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 三 十 五 条 に 規 定

す る 政 令 等 規 制 事 業 に 係 る 省 令 の 特 例 に 関 す る 措 置 を 定 め る 省 令 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 三 項 中 「 乳 児 四 人 以 上 を 入 所 さ せ る 保 育 所 の 」 を 削 り 、 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

　 た だ し 、 乳 児 の 数 が 四 人 未 満 で あ る 保 育 所 に つ い て は 、 子 育 て に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 有 す

る 保 健 師 又 は 看 護 師 を 配 置 し 、 か つ 、 当 該 保 健 師 又 は 看 護 師 が 保 育 を 行 う に 当 た っ て 当 該 保 育

所 の 保 育 士 に よ る 支 援 を 受 け る こ と が で き る 体 制 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 七 条 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施
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行 す る 。

　 愛 知 県 看 護 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 五 号

　　　 愛 知 県 看 護 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 看 護 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 第 八 条 第 一 項 第 一 号 イ ⑸ 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 内 閣 総 理 大 臣 」 に 改 め 、 同 号 イ ⑺ 中 「 第 二 十

一 条 第 二 項 第 一 号 」 を 「 第 二 十 四 条 第 二 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 六 号

　　　 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 第 一 項 第 三 号 中 「 第 二 十 九 条 」 を 「 第 三 十 一 条 第 二 項 」 に 、 「 博 物 館 に 相 当 す る 施 設 」 を

「 指 定 施 設 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る

　 愛 知 県 ふ ぐ 取 扱 い 規 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 七 号

　　　 愛 知 県 ふ ぐ 取 扱 い 規 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 ふ ぐ 取 扱 い 規 制 条 例 （ 昭 和 五 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 第 一 項 中 「 免 許 は 」 の 下 に 「 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 五 十 七 条

に 規 定 す る 者 で あ つ て 」 を 加 え 、 「 者 に 」 を 「 も の に 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則
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１　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に さ れ た 改 正 前 の 愛 知 県 ふ ぐ 取 扱 い 規 制 条 例 第 五 条 第 一 項 の ふ ぐ 処 理

師 の 免 許 の 申 請 で あ っ て 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 免 許 又 は 免 許 の 拒 否 の 処 分 が さ れ て い な い も

の に つ い て の 免 許 又 は 免 許 の 拒 否 の 処 分 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３　 旧 国 民 学 校 令 （ 昭 和 十 六 年 勅 令 第 百 四 十 八 号 ） に よ る 国 民 学 校 の 高 等 科 を 修 了 し た 者 、 旧 中

等 学 校 令 （ 昭 和 十 八 年 勅 令 第 三 十 六 号 ） に よ る 中 等 学 校 の 二 年 の 課 程 を 修 了 し た 者 又 は 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り こ れ ら の 者 と 同 等 以 上 の 学 力 が あ る と 認 め ら れ る 者 は 、 改 正 後 の 愛 知 県 ふ

ぐ 取 扱 い 規 制 条 例 第 五 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二

　 十 六 号 ） 第 五 十 七 条 に 規 定 す る 者 と み な す 。

　 愛 知 県 国 際 展 示 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 八 号

　　　 愛 知 県 国 際 展 示 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 国 際 展 示 場 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 指 定 管 理 者 が 収 受 す る 利 用 料 金 ）

第 四 条 の 二　 知 事 は 、 第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 指 定 す る 法 人 そ の 他 の 団 体 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」

と い う 。 ） に 、 第 三 条 第 一 項 の 展 示 場 の 利 用 （ 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 設 定 さ れ た 公 共 施 設 等

運 営 権 （ 民 間 資 金 等 の 活 用 に よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第

百 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 公 共 施 設 等 運 営 権 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

に 係 る 施 設 の 利 用 を 除 く 。 ） に 係 る 料 金 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 当 該 指

定 管 理 者 の 収 入 と し て 収 受 さ せ る こ と が で き る 。

２　 前 項 の 場 合 に お い て は 、 第 三 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 当 該 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 納

付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 条 第 一 項 及 び 第 八 条 第 二 項 の 規 定 は 、 適 用 し

な い 。

３　 指 定 管 理 者 が 収 受 す る 利 用 料 金 の 額 は 、 別 表 に 定 め る 使 用 料 の 額 に 相 当 す る 額 に 一 ・ 三 を 乗

じ て 得 た 額 を 上 限 と し て 指 定 管 理 者 が 定 め る 額 （ 空 気 調 和 設 備 を 利 用 す る た め に 電 力 、 ガ ス 又

は 水 道 を 使 用 す る 場 合 を 除 き 、 展 示 ホ ー ル の 電 力 、 ガ ス 若 し く は 水 道 又 は 駐 車 場 ・ 屋 外 展 示 等

用 地 の 電 力 若 し く は 水 道 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 額 に 実 費 を 勘 案 し て 指 定 管 理 者 が 定

め る 額 を 加 算 し た 額 ） と す る 。 こ の 場 合 に お け る 同 表 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 表 中 「 知 事

が 定 め る 時 間 帯 」 と あ る の は 、 「 指 定 管 理 者 が 知 事 の 承 認 を 受 け て 定 め る 時 間 帯 」 と す る 。

４　 指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 額 を 定 め よ う と す る と き は 、 知 事 の 承 認 を 受 け
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な け れ ば な ら な い 。 そ の 額 を 変 更 し よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。

５　 知 事 は 、 前 項 の 承 認 を し た と き は 、 そ の 旨 及 び 当 該 利 用 料 金 の 額 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。

６　 納 付 さ れ た 利 用 料 金 は 、 還 付 し な い 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、

納 付 さ れ た 利 用 料 金 の 全 部 又 は 一 部 を 還 付 す る こ と が で き る 。

７　 指 定 管 理 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 利 用 料 金 の 全 部 若 し く は 一 部 を 免 除 し 、 又 は そ

の 徴 収 を 延 期 す る こ と が で き る 。

　 第 七 条 中 「 、 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 展 示 場 の 運 営 等 （ 民 間 資 金 等 の 活 用 に よ る 公 共 施 設 等 の

整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 六 項 に 規

定 す る 運 営 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 公 共 施 設 等 運 営 権 （ 同 条 第 七 項 に 規 定 す る 公 共 施 設 等 運

営 権 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 設 定 す る 場 合 に は 」 及 び 「 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、

同 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六　 そ の 他 展 示 場 の 施 設 （ 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 設 定 さ れ た 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 施 設 を

除 く 。 ） を 維 持 管 理 し 、 及 び 運 営 す る こ と 。

　 第 八 条 第 一 項 中 「 運 営 等 」 の 下 に 「 （ 法 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 運 営 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を

加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 の 利 用 」 の 下 に 「 （ 前 項 の 規 定 に よ り 設 定 さ れ た 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 施

設 の 利 用 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 「 同 項 」 を 「 同 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 第 四 条 第 一 項 」 の 下 に 「 及 び 第

四 条 の 二 第 二 項 」 を 加 え る 。

　 第 十 三 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

３　 第 四 条 の 二 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 は 、 公 共 施 設 等 運 営 権 者 が 収 受 す る 利 用 料 金 に つ い て 準

用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 指 定 管 理 者 」 と あ る の は 、「 公 共 施 設 等 運 営 権 者 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

　 第 十 三 条 第 四 項 を 削 る 。

　 別 表 中 「 第 四 条 」 の 下 に 「 、 第 四 条 の 二 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 港 湾 管 理 条 例 及 び 愛 知 県 入 港 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 九 号

　　　 愛 知 県 港 湾 管 理 条 例 及 び 愛 知 県 入 港 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 六 月 」 を

「 一 年 」 に 改 め る 。

一　 愛 知 県 港 湾 管 理 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 四 号 ） 附 則 第 四 項
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二　 愛 知 県 入 港 料 条 例 （ 昭 和 五 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） 附 則 第 四 項

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 号

　　　 愛 知 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 県 営 住 宅 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 夏 焼 住 宅 の 項 及 び 下 田 住 宅 の 項 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 ス ポ ー ツ 施 設 及 び 社 会 教 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 一 号

　　　 愛 知 県 ス ポ ー ツ 施 設 及 び 社 会 教 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 ス ポ ー ツ 施 設 及 び 社 会 教 育 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 愛 知 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 別 表 第 二 愛 知 県 口 論 義 運 動 公 園 の 項 中

「 一 コ ー ト 　 二 時 間 につ き 三 、 九 〇 〇

第 一 庭 球 場 一 コ ー ト 　 四 時 間 につ き 七 、 八 〇 〇

一 コ ー ト 　 八 時 間 につ き 一 一 、 九 〇 〇

を

一 コ ー ト 　 二 時 間 につ き 六 〇 〇

第 二 庭 球 場 一 コ ー ト 　 四 時 間 につ き 一 、 二 〇 〇

一 コ ー ト 　 八 時 間 につ き 一 、 八 〇 〇
」

「 一 コ ー ト 　 二 時 間 につ き 六 〇 〇
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庭 球 場 一 コ ー ト 　 四 時 間 につ き 一 、 二 〇 〇 に 改 め る 。

一 コ ー ト 　 八 時 間 につ き 一 、 八 〇 〇
」

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 二 号

　　　 愛 知 県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 立 学 校 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 愛 知 県 立 旭 丘 高 等 学 校 の 項 及 び 愛 知 県 立 瑞 陵 高 等 学 校 の 項 中
「 全 日 制 課 程

　 定 時 制 課 程 」
を 「 全 日

制 課 程 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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